
松戸市新庁舎建て替え場所比較検討に係る有識者プロジェクトチーム 

第２回懇談会 次第 

日  時：令和８年２月２６日（木）１４時から 

場  所：松戸市役所 新館７階 大会議室 
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松戸市新庁舎建て替え場所比較検討に係る有識者プロジェクトチーム設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 松戸市新庁舎建設場所検討にあたり、有識者から意見を聴くため、松戸市新庁

舎建て替え場所比較検討に係る有識者プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチ

ーム」という 。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 プロジェクトチームは、別表に掲げる者をもって組織する。 

 

（プロジェクトチームへの依頼事項） 

第３条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を行う。 

(1）松戸市新庁舎建て替え場所比較検討にあたり、意見を述べること。 

(2）その他、上記検討に必要な事項について、意見を述べること。 

 

（庶務） 

第４条 プロジェクトチームの庶務は、都市再生部新庁舎整備課が処理する。 

 

（プロジェクトチーム懇談会の開催等） 

第５条 プロジェクトチーム懇談会（以下「懇談会」という。）は、必要に応じて市長

が開催する。 

２  懇談会に欠席するプロジェクトチームメンバーは、当該懇談会に付される事項

につき、書面により意見を提出することができる。 

 

（懇談会の公開） 

第６条 懇談会は、原則として公開するものとする。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項

は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年１１月２０日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

1 松浦 健治郎 

千葉大学 大学院 工学研究院  

建築学コース  

准教授 

2 山﨑 新太 

株式会社 日本総合研究所 

リサーチ・コンサルティング部門 

地域・共創デザイングループ部長 

シニアマネージャー 

3 横山 直子 

株式会社 日本経済研究所 

公共デザイン本部 

地域マネジメント部長 

4 石井 儀光 

国土交通省 国土技術政策総合研究所  

都市研究部 

都市計画研究室長 
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松戸市新庁舎建て替え場所比較検討に係る有識者プロジェクトチーム懇談会 

傍聴要領 

 

（傍聴の申請） 

第１条 新庁舎建て替え場所比較検討に係る有識者プロジェクトチーム懇談会

の傍聴を希望する者は、都市再生部新庁舎整備課が指定する日時及び方法に

より、住所、氏名及び電話番号その他都市再生部新庁舎整備課が必要と認める

事項を記入し、申請すること。 

２ 傍聴をする者（以下「傍聴者」という。）の定員は、都市再生部新庁舎

整備課が会場の広さに応じてあらかじめ設定する。 

３ 傍聴者の数が前項の定員を超えた場合は抽選により決定する。 

 

（傍聴者の遵守事項） 

第２条 傍聴者は、懇談会を傍聴するにあたっては、次の事項を遵守する

こと。 

⑴ 懇談会開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公

然と可否を表明しないこと。 

⑵ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。 

⑶ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

⑷ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。 

⑸ その他会場の秩序を乱し、懇談会の支障となる行為をしないこと。 

 

（懇談会の秩序維持） 

第３条 傍聴者は、懇談会を傍聴するにあたっては、都市再生部新庁舎整備

課の職員の指示に従うこと。 

２ 傍聴者が前条の規定に違反したときは、都市再生部新庁舎整備課は傍聴者

に注意するものとし、これに従わないときは、松戸市庁舎管理規則（令和３年

９月２２日松戸市規則第４９号）第１０条に基づき措置を講じる。 

 

附 則 

この要領は、令和７年１１月２０日から施行する。 
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市役所新庁舎の建て替えに関する市民を対象とした聞き取り調査等の結果 

１．聞き取り調査等の概要 

･調 査 方 法 ： 各支所・本庁への来庁者に対する直接聞き取り調査、オンラインアンケート、メール、電話、FAX 

・調 査 期 間 ： 各支所・本庁聞き取り調査 ： 令和８年２月９日（月）、１０日（火）、1２日（木）、１３日（金)の４日間 

オンラインアンケート調査等 ：令和８年２月７日（土）から２月１５日(日)まで 

・周 知 方 法 ： 広報まつど（令和８年２月１日号）、本市公式ホームページ、公式 LINE 

・回 答 総 数 ： ３７６件 

〔内訳〕  

・各支所・本庁聞き取り調査  ２３７件   

・オンラインアンケート調査  １３９件  （メール、FAX による回答は、オンラインアンケート調査に含む。） 

 

２.質問の内容 

新庁舎の建て替え場所の比較検討結果をご覧になって、あなたが新庁舎の建て替え場所として重視するものを３つお選びください。 

※ 重視するご意見確認のため、４つ以上チェックがある場合には、無効とさせていただきます。 

３．重視する項目集計結果 

 ・次ページに記載 

 

 

 

 性別 年代 

男性 女性 無回答 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 無回答 

各支所・本庁聞き取り調査 １０６ １２３ ８ ４ １７ １４ １４ ３９ ４７ １００ ２ 

オンラインアンケート調査 ６４ ６４ １１ １ ６ ６ １５ １９ ２８ ２９ ３５ 
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【市民の選択数が多かった項目と主な選択理由】※ひとりあたり、最大３項目まで選択。選択数の多い順に１０番目までを記載 

 

 

順 重視する項目 選択数 主な選択理由（カッコ内は他の同様意見の件数） 

１ （１）事業費 １７４ 

・他の大型事業や財政状況を考えるとコストが安い方が良い。（他７２件） 

・財政状況も厳しくなっていることから、財政状況を意識した徹底的な費用縮減が求められる。（他６件） 

・事業費は安いに越したことはないが、質が悪いでは困る。（他３件） 

２ 

（３）利便性の視点 

①松戸駅からの距離 

（徒歩､自転車､自動車､バス等の来庁手段別） 

１６６ 

・商業施設が開いていないときの階段利用が気になってしまう。       

・ベビーカーだと商業施設開店前に、階段では行けない。          

・駅から近い方が良い。 

・（新拠点ゾーンは）高低差があっても動線がプラーレの中を通っていける。 

・平時/非常時のアクセス性は重要。24時間 365日同じように市役所に行けないと意味がない、商業施設は非常時には使えない。（他８件） 

３ 

（３）利便性の視点 

④市役所駐車場の台数、構造 

（利用しやすさ） 

１１０ 

・車でしか役所に行かないので、（敷地内の）駐車台数は多くあった方が良い。 

・遠方から来る人のために駐車台数は多い方が良い。 

・車やバスで来れた方が良い。（他１３件） 

〈他の意見〉駐車台数を減らして交通量を減らすことで移転も可能では。 

４ 
（３）利便性の視点 

②バリアフリー化の状況 
８３ 

・自分が高齢者なので、高低差の少ない方が良い。 

・自分が歳を重ねることも考えると、バリアフリー化の状況は気になっている。 

・ベビーカーで行きやすい。（他１件） 

５ 
（４）災害対応拠点の視点 

①建替候補地としての地盤構造 
７１ 

・災害時に、市がしっかりと体制をとれる方が良い。（他２０件） 

・（現市役所敷地は）松戸市の中でも強固な地盤なので、そのまま市役所を建て替えてもよいのでは。（他３件） 

６ （２）事業期間 ５９ 

・早く建て替えるべき。他市に対し遅れていてみっともない。（他１１件） 

・スピードが遅れるとコストが上がる。（他７件） 

・市民利用を考えると、工事期間はできるだけ早く願いたい。（他１件） 

７ 
（３）利便性の視点 

⑤周辺公共施設との関係性 
５３ 

・用事が１回で済むように、周辺にも公共施設があるとよい。（他１０件） 

〈他の意見〉・環境として、周りに学校があり文化地区のため、（新拠点ゾーンに）総合庁舎としての建設の方が、松戸市の総合的なデザイン

として文化薫るまちづくりになる。 

８ 
（３）利便性の視点 

③周辺道路の混雑状況 
４４ 

・市役所に行く車の動線と、駅前に向かう車の動線は分けておくべき。（新拠点ゾーンの場合）生活道路に入り込む車が出てくることとな

り、住民にとって危険。（他１３件） 

・（新拠点ゾーン南側敷地は）急な坂の上、小中学校が近く交通量が増えると子供たちが危険にさらされる。（他５件） 

９ 
（５）まちづくりの視点 

②駅周辺の市街地活性化の観点 
４３ 

・移転となれば、駅からのアクセス向上のみならず、松戸駅東口に活気が生まれると思う。（他６件） 

・現地（建て替え）のままと比べると、移転すれば開発などが進むのではと思う。（他４件） 

〈他の意見〉・移転先は学校、公園、裁判所などで占められた地域であり、新たに市役所が建てられても商業的な活性化の余地は全くない。 

１０ 
（４）災害対応拠点の視点 

②浸水リスク関連 
４１ 

・浸水被害を考えると高台が良い。（他５件） 

〈他の意見〉 

・（新拠点ゾーン南側敷地は）高台で安心できる。 

・移転建て替えでは、江戸川洪水によるリスクはないものの、内水浸水のリスクがあること、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域が

存在すること（解消見込との記載があるが、具体的な対策や解消時期は示されていない）などから、それぞれに一長一短があり比較は難

しいのではないか。 

・災害については、どちらも大差ないと思う。 

（他４５件） 

（他１９件） 

（他２２件） 

（他２２件） 
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